
電気通信紛争処理委員会への申請等における旧姓使用について 

 

 電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）、電波法（昭和 25年法律第 131号）

及び放送法（昭和 25年法律第 132号）の規定 （以下「事業法等の規定」という。）

に基づく電気通信紛争処理委員会への申請等における旧姓の記載等の運用につ

いて、下記のとおり取り扱うこととしております。 

 

記 

 

１ 事業法等の規定に基づく申請等に係る氏名欄の旧姓使用（旧姓のみを記載

すること、又は現行の氏名に加えて旧姓を記載することをいう。以下同じ。）

について 

  申請者等が申請等を行おうとする際に、旧姓使用を希望する場合は、旧姓を

使用することができます。 

 

２ 申請書等への記載 

  申請書等の氏名欄において、旧姓のみを記載することを希望する者は旧姓

のみを記載し、現行の氏名に加えて旧姓を記載することを希望する者は旧姓

を括弧書きで併記してください。 

 

 （あっせん申請書の記載例） 

旧姓を併記する場合は、[□□]に追記 

 
 

以上 

担当 総務省電気通信紛争処理委員会事務局 


